
「部落探訪」削除訴訟報告集会 
２０２４年２月１３日(火)１３：３０～ 

衆議院第２議員会館１階 第１面談室 

次 第 

１．主催者挨拶 部落解放同盟中央執行委員長・西島藤彦 

２．経 過 報 告 部落解放同盟中央執行副委員長・片岡明幸 

３．弁護団報告 大阪訴訟弁護団 弁護士・南和行、中井雅人 ・・・ｐ１～ 

 埼玉訴訟弁護団 弁護士・山本志都 ・・・・・・・ｐ５ 

 新潟訴訟弁護団 弁護士・近藤正道 ・・・・・・・ｐ６ 

４．原告決意表明 大阪／埼玉／新潟 

５．国会議員挨拶 

６．質 疑 応 答 

７．閉 会 挨 拶 部落解放同盟中央書記長 赤井隆史 

資料 ①解放新聞第 3088号（24年 1月 15日）主張 ・・・ｐ７～ 

②新聞記事 ・・・ｐ９～

別紙 ①『全国部落調査』復刻版出版事件高裁判決に対する弁護団・原告団声明 

②高裁判決リーフレット

※個人原告の氏名・顔、差止対象地区名は報道禁止とさせていただきます。



「部落探訪」削除訴訟報告集会 

（大阪） 

２０２４年 ２月１３日 

弁護士 南   和 幸 

弁護士 中 井 雅 人 

１ 部落探訪とは 

（１）作成者 

全国部落調査裁判で被告となっている「鳥取ループ」を名乗る示現舎の代表者。 

（２）公開場所 

示現舎のウェブサイト。 

YouTube（削除）。 

Twitter（X）。 

（３）内容 

鳥取ループが、全国各地の被差別部落とされる地域に「潜入」し、被差別部落名

や所在地を明示し、所在地や特徴が一目でわかるような写真を撮影し、その場所の

レポートをする「部落探訪」と称する企画。 

被差別部落の地名、建物、風景等の画像を説明文とともに掲載している。地元住

民に無承諾のまま、地域の家屋の表札や当該地域住民の所有と思われる自動車のナ

ンバープレート、墓地等の画像・映像も含まれている。墓地を撮影して氏名の特徴

を述べたり、放置車両・廃屋・投棄等を撮影して部落＝怖い・環境が悪いというイ

メージをかきたてたり、団地等の住宅の特徴を述べたりする投稿が典型的。 

２ 公開の経緯 

２０１５年１２月、鳥取ループは、「全国部落調査」を発見。 

「発見」と同時期、「部落探訪」開始。 

２０１６年 

１月 「全国部落調査」を電子化しインターネット上で公開。 

３月時点、「部落探訪」４か所 

４月１９日 全国部落調査裁判提訴＠東京地裁 

１１月時点、「部落探訪」１９か所、 

２０１７年 

９月時点、「部落探訪」４０か所。 

２０１８年 

８月３１日 注釈付記のTwitter投稿1 

1 「木村草太大先生の提案に従い、示現舎に『※差別目的での利用は禁止します』との注釈を付け

ました。これで憲法学者がやってよいとのお墨付きです。バンバン部落探訪いたしますよ。いち

ゃもん付ける奴は憲法を知らない馬鹿か差別者でしょう」 

＊２０１８年８月３１日、同年８月２１日付木村草太意見書の証拠提出をしている。 

－ 1 －



１１月１９日 「部落探訪」１００か所2 

１２月２７日 法務省人権擁護局調査救済課長依命通知 

→「部落探訪」に「学術・研究」を付記

２０１９年 

１０月 Twitter投稿3 

２０２０年 

６月 大阪の削除請求対象地域（以下「Ａ」）を「探訪」 

→９月の尋問期日直前に「探訪」の成果を証拠提出

９月 全国部落調査裁判の尋問期日＠東京地裁

２０２１年 

９月２７日 全国部落調査裁判東京地裁判決 

１１月 ９日 「鳥取ループ」Twitterアカウント凍結 

１１月１０日 ２４７か所（Ａの投稿） 

２０２２年 

１１月３０日 Google社は、鳥取ループが動画投稿サイト YouTubeに投稿してい

た「部落探訪」の約１７０の動画を「ヘイトスピーチなどから利用者を守るガイドラ

インに違反する」として、一斉に削除、有料会員に対し、公開し続けている。 

→タイトルやサムネイル画像は無料で閲覧することができ、「全国部落調査」を公開

しているのと同じ状態。【別紙参照】）。 

２０２３年 

６月２８日  全国部落調査東京高裁判決（差別されない権利を認める） 

→その後、「部落探訪」から「人権探訪」に名称変更

１０月３１日時点、３３６か所 

→一覧表である「全国部落調査」を公開しているのともはや同じ状態（画像や映像

を公開している点で権利侵害の程度は「全国部落調査」より高い。）。【別紙参照】 

１１月 ６日 仮処分申立＠大阪地裁 

→即日、YouTubeでは削除済のＡの「部落探訪」をTwitter投稿

１２月１２日 Ａの動画をTwitter投稿（審尋時に再撮影） 

以上 

2 「裁判後に掲載数が増えているのは、『全国部落調査』発禁の仮処分に対して保全異議を申し立

てたものの結局認められなかったのだが、全国の部落一覧ではない他の出版物については解放同

盟がその出版をことごとく正当化し、裁判所もそれを認めたので、要は部落の地名を載せること

自体は構わないという裁判所のお墨付きが得られたことがある。それに加えて、Ｋさん等【代理

人注：原告の実名記載】が各地でネットに部落名が掲載されていることを批判する講演をしてい

るためか、部落探訪に対するアクセス数が増え、載せれば多数のアクセスがある、鉄壁のコンテ

ンツだからということもある。」 
3 「【やってみた】部落に転籍して部落民になる方法」というタイトルを付して、「部落解放同盟に

よれば、本籍地に地名が部落の地名なら【ママ】、『被差別出身者』なのだそうです。もしそうな

ら、誰でも簡単に『被差別出身者』になれることを証明するために、適当な部落に本籍地を移し

てみました」←死亡した原告の本籍地に自分の本籍地を移した。 
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報告 

「部落探訪」削除訴訟（埼玉）について 

２０２４年２月１３日 

弁護士   山 本 志 都 

◆概要

提訴日  ２０２３年１２月６日 

裁判所  さいたま地方裁判所（本庁） 

当事者  原告：C 地区支部長（個人）＋部落解放同盟埼玉県連 

被告：Ｍ 

請求内容 １ 示現舎ホームページ上の記事削除 

２０の記事（１９地区）掲載時期 2019/1/7～2023/10/4 

２ 一切の方法による公表禁止 

３ 原告それぞれに３３０万円の損害賠償請求 

◆特徴

埼玉県内の全ての地区を対象とする

地域全体に発生した損害であることを強調する

・埼玉県下の同和対策協議会の法務局への書面申入れ

・１１市の市長による法務局への直接申入れ

・埼玉県部落差別解消条例の制定・施行

「インターネットの利用による情報の提供」による部落差別禁止 

◆現状

本庁で行うこと既定方針

３月１３日（水）１４時３０分～

「警備法廷」 書記官「東京地裁からも手配」 

◆課題

それぞれの地域の問題点把握し、歴史的背景を把握する

→裁判所に具体的に発生する被害を実感させる

以上 

－ 5 －



「部落探訪」削除裁判（新潟訴訟） 
裁判の概要と訴状骨子 

◆裁判の概要
提訴日 ２０２４年１月２４日（水） 

※同種裁判の大阪裁判・埼玉裁判に続き３件目
管 轄 新潟地方裁判所 
当事者 原告…個人原告３名、部落解放同盟新潟県連 

被告…Ｍ、示現舎合同会社 
請求内容  Ｍ氏に対してウェブページ削除・掲載禁止請求 

損害賠償請求（原告４名×２２０万円） 
示現舎に対して損害賠償請求（同） 

【対象ウェブページ】 
●県内１５地域の部落探訪（曲輪クエスト）
●個人原告に関する２つの記事
●新潟県連に関する２つの記事

◆訴状骨子
（目次）
第１ 事案の概要 
第２ 当事者 
第３ 部落差別の歴史～現在も続く深刻な部落差別～ 

●「部落地名総鑑」事件の紹介
第４ 新潟県における部落差別の経緯と原告新潟県連が果たしてきた役割 

●県内における「部落隠し」意識
●神林村行政訴訟の概要

第５ 被告Ｍによる部落差別拡散行動の経緯 
●全国部落調査の公開、部落探訪の拡大
●先行裁判の概要、Ｍ氏の対応

第６ 本件ウェブページ等により個人原告ら及び原告新潟県連の構成員（同盟員）の法益が 
侵害されていること 
●県内１５地域の部落探訪の公開は、個人の「差別されない権利」等を侵害する
●個人原告の氏名や会社名が被差別地域と結びつけていることは権利侵害である
●新潟県連が同盟員のため部落探訪の削除を求めることができる。

第７ 本件ウェブページ等により原告新潟県連の法益が侵害されていること 
●新潟県連を誹謗中傷する記事の公開は権利侵害である。

第８ 被告らの損害賠償責任 
第９ 結語 

◆弁護団

●団 長 河村健夫弁護士

●副団長 近藤正道弁護士、和田光弘弁護士

●事務局 弁護士法人一新総合法律事務所
（事務局長 上野祐弁護士） 
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朝日新聞（２３年１１月７日）
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埼玉新聞（２３年１２月７日）
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新潟日報（２４年１月２５日）
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